
 中間貯蔵開始後の30年以内の県外最終処分の実現に向けては、減容技術等の活用
により、除去土壌等を処理し、再生利用の対象となる土壌等の量を可能な限り増やし、
最終処分量の低減を図ることが重要です。除去土壌の減容・再生利用に向けては、平
成28年４月に公表した『中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略』に沿っ
て、除去土壌の処理技術の開発、再生利用の推進、最終処分の方向性の検討などの取
組を着実に進めています。  
  

  本資料への収録日：平成31年３月31日 
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